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公害防止関係資料の都道府県等への通知について、商務情報政策局商務流通保安グルー

プは、別紙（内規）のとおり定めたので、産業保安監督部長（産業保安監督部の支部長、

中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長及び那覇産業保安監督事務所長を含む。）に

対し、通知することとする。 
 
 

附 則 
１ この規程は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、大気汚染防止法第２

条第１３項に規定する水銀排出施設に係る規定は、大気汚染防止法の一部を改正
する法律（平成２７年法律第４１号）の施行の日（平成３０年４月１日）から施
行する。 

２ 「公害防止関係資料の都道府県等への通知について（内規）」（平成２４年６
月１日付け平成２４・０５・２８原院第２号）は、平成２９年４月１日に廃止す
る。 

  



 
  



別紙 
 

公害防止関係資料の都道府県等への通知について（内規） 
 

公害防止関係資料の都道府県等への通知について、商務情報政策局商務流通保安グルー
プ（以下「商務流通保安グループ」という。）は、下記のとおり定める。 
 

記 

 

１ 公害防止関係資料の通知について 

大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第２条第２項に規定するばい煙発生施設

（以下、「ばい煙発生施設」という。）、同法第２条第１０項に規定する一般粉じん発生施

設（以下、「一般粉じん発生施設」という。）若しくは同法第２条第１３項に規定する水

銀排出施設（以下「水銀排出施設」という。）、ダイオキシン類対策特別措置法（平成１

１年法律第１０５号）第２条第２項に規定する特定施設、水質汚濁防止法（昭和４５法

律第１３８号）第２条第２項に規定する特定施設若しくは同法第５条第３項に規定する

有害物質貯蔵指定施設（以下「有害物質貯蔵指定施設」という。）に該当する電気工作物

又は騒音規制法（昭和４３年法律第９８号）第３条第１項若しくは振動規制法（昭和５

１年法律第６４号）第３条第１項の規定により指定された地域内に騒音規制法第２条第

１項若しくは振動規制法第２条第１項に規定する特定施設に該当する電気工作物を設置

する者に係る電気事業法の相当規定による許可若しくは認可の申請又は届出があったと

きは、大気汚染防止法第２７条第２項、ダイオキシン類対策特別措置法第３５条第２項、

水質汚濁防止法第２３条第２項、騒音規制法第２１条第２項又は振動規制法第１８条第

２項の規定（以下「公害防止関係法の各規定」という。）に基づき、次に定めるところに

より、都道府県知事等へ通知することとする。 

(1) 電気事業法第４７条又は第４８条に基づく工事計画の認可申請又は届出並びに電

気関係報告規則第４条の表第１号から第１５号までに基づく届出に係る場合には、

「公害防止関係資料の様式例について」に定める様式の公害防止関係資料の写しに公

害防止関係法の各規定に基づき送付する旨のかがみをつけて送付することとする。た

だし、非常用予備発電装置に係る大気汚染防止法第２７条第２項に基づく都道府県知

事への通知については、都道府県と調整した上で年度末までに一括又は分括して、ま

とめて通知しても良い。 

(2) 電気事業法第９条第２項（同法第６条第２項第２号の事項の変更に限る。）に基づ

く一般送配電事業者の電気工作物等の変更届出、同法第２７条の１２において準用す

る同法第９条第２項（同法第２７条の７第２項第２号の事項の変更に限る。）に基づ

く送電事業者の電気工作物等の変更届出、同法第２７条の１３第９項（同条第１項第

１号の事項の変更に限る。）に基づく特定送配電事業者の変更届出及び同法第２７条

の２７第３項（同条第１項第１号の事項の変更に限る。）に基づく発電事業者の変更

届出並びに同法第９条第１項、同法第２７条の１３第７項又は同法第２７条の２７第

３項に基づく変更届出であって、ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、水銀排出施

設、ダイオキシン類対策特別措置法第２条第２項に規定する特定施設、水質汚濁防止

法第２条第２項に規定する特定施設若しくは有害物質貯蔵指定施設、騒音規制法第２

条第１項に規定する特定施設又は振動規制法第２条第１項に規定する特定施設に該

当する電気工作物の属する発電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の廃止又

は出力の変更に伴う廃止に係る届出、同法第５３条に基づく自家用電気工作物の使用



の開始（特に、電気事業法施行規則第８７条に規定する譲渡）の届出、同法第５５条

の２に基づく事業用電気工作物を設置する者の地位の承継の届出、電気関係報告規則

第４条の表第１６号から第１７の２の２号に基づく届出並びに同規則第５条に基づ

く届出に係る場合は、申請書又は届出書の写しに公害防止関係法の各規定に基づき通

知する旨のかがみをつけて送付するものとする。 

 

２ 通知の受理の委任について 
通知の受理について、大気汚染防止法第３１条、ダイオキシン類対策特別措置

法第４１条、水質汚濁防止法第２８条、騒音規制法第２５条又は振動規制法第２
３条の規定に基づき、都道府県知事の権限について市町村（特別区を含む。以下
同じ。）の長が行うこととされている場合にあっては、当該市町村に施設され又
は施設する電気工作物に係る報告等については当該市町村の長に通知するものと
する。 

 


